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電気通信事業法施行規則の一部改正について 

 

Ⅰ 制定の背景 
 

（１）総務省では、平成 21年 10月から、「グローバル時代におけるＩＣＴ政策

に関するタスクフォース」を開催し、全ての世帯におけるブロードバンド

利用の実現を目標とする「光の道」構想の実現に向けた検討を行ってきた。

この検討において、公正な競争環境を整備するためには、ＮＴＴ東西に対

し、ボトルネック設備に係る利用の同等性を一層確保する措置を講ずるこ

とが必要であり、その手法として、速やかに「機能分離」を行うとともに、

現行の禁止行為規制の内容を業務委託先子会社にも遵守させるための措置

を講じることが適当であるとされた。 
   （『「光の道」構想実現に向けて取りまとめ』（H22.12.14）） 

 

（２）平成 23 年５月 26 日、第 177 回国会において、電気通信事業法及び日本

電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平成 23年法律第

58 号）が成立し、これにより、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）

第 31 条の一部が改正され、第一種指定電気通信設備を設置する事業者は、

接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理等するための体制の整備そ

の他必要な措置を講ずるとともに、業務委託先子会社に対する必要かつ適

切な監督をすべきこととされた。 

 

（３）本件は、この改正において、 

・他の事業者との間の適正な競争関係を確保するため、第一種指定電気通

信設備を設置する事業者が講ずべき体制の整備その他必要な措置の内容、

並びに 

・当該体制の整備及び子会社監督の規定を遵守するために講じた措置等に

ついて報告すべき事項の内容 

について省令で定めることとされていることを受け、電気通信事業法施行規

則（昭和 60年郵政省令第 25号）の一部を改正するものである。 

 

 

Ⅱ 省令案の概要 

 

１．体制の整備その他必要な措置（第 22条の７関係） 

 他の事業者との間の適正な競争関係を確保するため、第一種指定電気通信設

備を設置する電気通信事業者が講ずべき体制の整備その他必要な措置は、次の

要件を満たすものでなければならないこととする。 
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（１）設備部門の設置及び他の部門との間の隔絶（第１号から第４号まで関係） 

○ 第一種指定電気通信設備の設置、管理、運営等の業務を行う専任の部門

（以下「設備部門」という。）を設置すること。 

○ 設備部門の長は役員をもって充てること。 

○ 設備部門とその他の部門との間における兼職を禁ずること。 

○ 設備部門の業務の用に供する室とその他の室とを区分すること。 

 

（２）厳格な情報遮断措置（第５号から第 10号まで関係） 

○ 接続の業務に関して知り得た情報（以下「接続関連情報」という。）を

管理するため、次の要件が確保されたシステムを構築すること。 

・ 接続の業務の用に供する目的以外の目的のために接続関連情報を取り

扱うことができないこと。 

・ 接続関連情報の区分ごとにアクセス権限が設定されること。 

・ 接続関連情報を入手した者、入手した情報、日時を記録すること。 

○ 接続関連情報の取扱いについて遵守すべき規程を作成するとともに、当

該規程を遵守させるための研修を実施すること。 

○ 設備部門の長を接続関連情報の管理責任者とし、当該部門における当該

情報の取扱いを管理させること。 

 

（３）実効的な監視の仕組み（第 11号から第 16号まで関係） 

○ 第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の設備とを接続するた

めに実施した手続の実施の経緯等を記録すること。 

○ 第一種指定電気通信設備を用いた電気通信役務を提供するために、第一

種指定電気通信事業者内において実施した手続の実施の経緯等を記録す

ること。 

○ 接続の業務の実施状況を監視する部門（以下「監視部門」という。）を

置き、 

・ 記録された手続の実施の経緯等が接続約款等に基づくものであるかど

うか 

・ 接続関連情報の取扱いが適正であるかどうか 

を監視させること。 

○ 監視部門による監視の結果を、取締役会等に報告させること。 
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２．規定の遵守のために講じた措置等の報告（第 22条の８） 

 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が規定の遵守のために

講じた措置及びその実施状況に関し総務大臣に報告しなければならない事項

は、次のとおりとする。 

 

（１）業務委託先子会社に対する監督に関する事項（第２号関係） 

 業務委託先子会社に対し、必要かつ適切な監督が行われたことを確認する

ための事項として、次の事項を報告しなければならないこととする。 

○ 委託業務の内容、委託額、再委託の有無 

○ 役員兼任の状況、自己又は子会社の有する議決権の割合 

○ 実施した監督の方法及び実施状況 

○ 業務委託先子会社における禁止行為の有無等 

 

（２）体制の整備その他必要な措置に関する事項（第３号関係） 

 第 22 条の７の規定に基づき体制の整備その他必要な措置が講じられたこ

とを確認するための事項として、次の事項を報告しなければならないことと

する。 

○ 設備部門、情報管理責任者、監視部門の設置その他整備した体制 

○ 構築したシステムの概要、作成した規程、実施した研修の内容 

○ 記録した手続の実施の経緯等の概要及び行った監視の結果 

○ 監視の結果、手続の実施の経緯等が接続約款等に基づかないものであっ

た場合に、これを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置

を講じなかったときはその理由 

○ 監視の結果、接続関連情報の取扱いが適正でない場合に、これを是正す

るための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはそ

の理由 

 

 

Ⅲ 施行期日 

 

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正す

る法律の施行の日（同法の公布の日（平成 23 年６月１日）から６月を超えな

い範囲において政令で定める日）から施行する。 

 


